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議案甲第２９号 

 

   鳥栖市情報公開条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市情報公開条例（平成１２年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文

書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他の方式で作られた記録をいう。）であって、組織

的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをい

う。ただし、次に掲げるものを除く。 

 

  ア～ウ 略 

 ⑶ 略 

 （適正使用） 

第３条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたも

のは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に

使用しなければならない。 

 （公開請求の手続） 

第５条 前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）

は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「公開請求書」とい

う。）を実施機関に提出しなければならない。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文

書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的

に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをい

う。ただし、次に掲げるものを除く。 

  ア～ウ 略 

 ⑶ 略 

 

第３条 削除 

 

 

 （公開請求の手続） 

第５条 前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）

は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「公開請求書」とい

う。）を実施機関に提出しなければならない。 

 ⑴ 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに
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又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

 ⑵ 公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事

項 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 略 

 （公文書の公開義務） 

第６条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公

文書に次の各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）の

いずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該

公文書を公開しなければならない。 

 ⑴ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 略 

 ⑶ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政

法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する

情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しく

は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民

の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

 

 ⑷ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立

法人その他の団体にあっては代表者の氏名 

 ⑵ 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに

足りる事項 

 

２ 略 

 （公文書の公開義務） 

第６条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公

文書に次の各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）の

いずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該

公文書を公開しなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第

６０条第３項に規定する行政機関等匿名加工情報（同条第４

項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するも

のに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」と

いう。）又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第１

項に規定する保有個人情報から削除した同法第２条第１項第

１号に規定する記述等若しくは同条第２項に規定する個人識

別符号 

 ⑶ 略 

 ⑷ 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び

地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は

協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるも

の 

 ⑸ 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しく
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行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にす

ることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の

性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるもの 

  ア 略 

  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人

等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又

は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

  ウ・エ 略 

  オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方

独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な

利益を害するおそれ 

 （公益上の理由による裁量的公開） 

第８条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録

されている場合であっても、第６条各号の規定により保護され

る利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、公開請

求者に対し、当該公文書を公開することができる。 

 （公開請求に対する決定等） 

第１０条 略 

２ 実施機関は、公開決定等を公開請求のあった日から起算して

１５日以内にしなければならない。ただし、第５条第２項の規定

により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

３ 略 

４ 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、

公開請求があった日から３０日以内にそのすべてについて公開

決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ

れがある場合には、前２項の規定にかかわらず、相当の期間内に

は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であっ

て、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるもの 

  ア 略 

  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政

法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上

の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

  ウ・エ 略 

  オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営す

る企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業

経営上の正当な利益を害するおそれ 

 （公益上の理由による裁量的公開） 

第８条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報（第６条

第２号に掲げる情報を除く。）が記録されている場合であって

も、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、

当該公文書を公開することができる。 

 （公開請求に対する措置） 

第１０条 略 

２ 実施機関は、公開決定等を公開請求のあった日から１５日以

内にしなければならない。ただし、第５条第２項の規定により、

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期

間に算入しない。 

３ 略 

４ 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、

公開請求があった日から３０日以内にそのすべてについて公開

決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ

れがある場合には、前２項の規定にかかわらず、公開請求に係る
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公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、公

開請求者に対し、第２項に規定する期間内に、公開決定等をする

期限及び期間内に公開決定等ができない理由を書面により通知

しなければならない。 

 

 

 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１０条の２ 公開請求に係る公文書に係る公文書に国、独立行

政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外

の者（以下この条、第１４条第２項及び第１５条において「第三

者」という。）に関する情報が記載されているときは、実施機関

は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対

し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通

知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を

公開しようとする場合であって、当該情報が第６条第１号イ又

は同条第２号ただし書に規定する情報に該当すると認められる

ときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る

公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、

意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第

三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

３ 略 

公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等を

し、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれ

ば足りる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、

第２項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。 

 ⑴ 本項を適用する旨及びその理由 

 ⑵ 残りの公文書について公開決定等をする期限 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１０条の２ 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、他の

地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者（以下

この条、第１４条第２項及び第１５条において「第三者」とい

う。）に関する情報が記載されているときは、実施機関は、公開

決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請

求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意

見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定

に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その

他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する

機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明

しない場合は、この限りでない。 

 

 

 ⑴ 第三者に対する情報が記録されている公文書を公開しよう

とする場合であって、当該情報が第６条第１号イ又は同条第

３号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

 ⑵ 第三者に関する情報が記録されている公文書を第８条の規

定により公開しようとするとき。 

３ 略 
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 （理由付記） 

第１０条の３ 実施機関は、前条第１項の規定により公開請求に

係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に

対し、同項に規定する書面によりその理由を示さなければなら

ない。 

 （公文書の公開の実施） 

第１１条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開する旨の決

定をしたときは、公開請求者に対し、閲覧若しくは視聴又は写し

の交付その他相当な方法により、公開するものとする。 

 

 

 

 

 

２ 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することにより、当

該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときそ

の他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書

の公開をすることができる。 

 （手数料等） 

第１２条 前条第１項に規定する閲覧又は視聴による公文書の公

開に係る手数料は、無料とする。 

 （理由付記） 

第１０条の３ 実施機関は、第１０条第１項の規定により公開請

求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求

者に対し、同項に規定する書面によりその理由を示さなければ

ならない。 

 （公文書の公開の実施） 

第１１条 公文書の公開は、当該公文書が、文書又は図画に記録さ

れているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録

されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実

施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文

書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書が記録されている

文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき

その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うこ

とができる。 

 

 

 

 

 （手数料等） 

第１２条 前条に規定する閲覧による公文書の公開に係る手数料

は、無料とする。 

２ 前条第１項に規定する写しの交付その他相当な方法による公

文書の公開に要する費用は、公開請求者の負担とする。 

 （他の法令等による公開の実施と調整） 

第１６条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請

求に係る公文書が第１１条第１項に規定する方法と同一の方法

で公開することとされている場合（公開の期間が定められてい

る場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項の規定にか

２ 前条に規定する写しの交付又は実施機関が定める方法による

公文書の公開に要する費用は、公開請求者の負担とする。 

 （他の法令等による公開の実施と調整） 

第１６条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請

求に係る公文書が第１１条に規定する方法と同一の方法で公開

することとされている場合（公開の期間が定められている場合

にあっては、当該期間内に限る。）には、同条の規定にかかわら
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かわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を

行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開

をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 

ず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わな

い。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしな

い旨の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧である場合は、

当該縦覧を第１１条第１項の閲覧とみなして、前項の規定を適

用する。 

２ 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧である場合は、

当該縦覧を第１１条の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥栖市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の公文書の公開請求に

ついて適用し、施行日前の公文書の公開請求については、なお従前の例による。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に準じ、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３０号 

 

   鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （個人番号の利用）  （個人番号の利用） 

第４条 略 

２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合におい

て、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の

内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当

該書面の提出があったものとみなす。 

 

別表第１ 

機関 事務 

略 

７ 市長 

 

略 

第４条 略 

２・３ 略 

４ 市の機関は、法別表の各項の下欄に掲げる事務（法第９条第

１項に規定する準法定事務を含む。）を処理するために必要な限

度で、住登外者宛名番号管理機能（市の事務を処理するために

利用する情報システムの機能であって住登外者（市の住民基本

台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。）を特定する固有

の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。）による住登

外者の情報の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」と

いう。）であって自らが保有するものを利用することができる。 

５ 前３項の規定による特定個人情報の利用ができる場合におい

て、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の

内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当

該書面の提出があったものとみなす。 

 

別表第１ 

機関 事務 

略 

７ 市長 略 

８ 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情 
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８  教育委

員会 

略 

９  教育委

員会 

 

 

 

略 

 

 

別表第２ 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 鳥栖市ひとり親家庭等医療

費助成に関する条例による

医療費の助成に関する事務

であって規則で定めるもの 

略 

鳥栖市重度心身障害者の

医療費の助成に関する条

例による医療費の助成に

関する情報（以下「重度心

身障害者医療費関係情報」

という。）であって規則で

定めるもの 

 

 

２ 市長 鳥栖市子どもの医療費の助

成に関する条例による医療

費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの 

略 

重度心身障害者医療費関

係情報であって規則で定

めるもの 

 

   

 報の管理に関する事務であって規則で定めるも

の 

９ 教育委

員会 

略 

１０ 教育

委員会 

略 

１１ 教育

委員会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情

報の管理に関する事務であって教育委員会規則

で定めるもの 

 

別表第２ 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 鳥栖市ひとり親家庭等医療

費助成に関する条例による

医療費の助成に関する事務

であって規則で定めるもの 

略 

鳥栖市重度心身障害者の

医療費の助成に関する条

例による医療費の助成に

関する情報（以下「重度心

身障害者医療費関係情報」

という。）であって規則で

定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

２ 市長 鳥栖市子どもの医療費の助

成に関する条例による医療

費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの 

略 

重度心身障害者医療費関

係情報であって規則で定

めるもの 

住登外者宛名情報であっ 

て規則で定めるもの   



- 12 - 

３ 市長 鳥栖市在宅寝たきり老人等

介護見舞金支給条例による

見舞金の支給に関する事務

であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

 

 

４ 市長 鳥栖市重度心身障害者の医

療費の助成に関する条例に

よる医療費の助成に関する

事務であって規則で定める

もの 

略 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

 

５ 市長 在宅重度身体障害者等に対

する日常生活用具の給付に

関する事務であって規則で

定めるもの 

略 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

 

６ 市長 生活に困窮する外国人に対

する生活保護に関する事務

であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報、障

害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法

律第１２３号）による自立

支援給付の支給に関する

情報、生活保護関係情報、

児童扶養手当関係情報、母

子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第

１２９号）による資金の貸

付け又は給付金の支給に

関する情報、特別児童扶養

手当等の支給に関する法

３ 市長 

 

 

 

鳥栖市在宅寝たきり老人等

介護見舞金支給条例による

見舞金の支給に関する事務

であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

４ 市長 鳥栖市重度心身障害者の医

療費の助成に関する条例に

よる医療費の助成に関する

事務であって規則で定める

もの 

略 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

５ 市長 在宅重度身体障害者等に対

する日常生活用具の給付に

関する事務であって規則で

定めるもの 

略 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

６ 市長 生活に困窮する外国人に対

する生活保護に関する事務

であって規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報、障

害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援する 

ための法律（平成１７年法

律第１２３号）による自立

支援給付の支給に関する

情報、生活保護関係情報、

児童扶養手当関係情報、母

子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第

１２９号）による資金の貸

付け又は給付金の支給に

関する情報、特別児童扶養

手当等の支給に関する法 
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律（昭和３９年法律第１３４

号）による特別児童扶養手

当、障害児福祉手当若しく

は特別障害者手当又は国

民年金法等の一部を改正

する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に

関する情報、地方税関係情

報、母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）による

養育医療の給付又は養育

医療に要する費用の支給

に関する情報、児童手当法

（昭和４６年法律第７３

号）による児童手当の支給

に関する情報、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付又は配

偶者支援金の支給に関す

る情報、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３

号）による身体障害者手

帳、精神保健及び精神障害

律（昭和３９年法律第１３４

号）による特別児童扶養手

当、障害児福祉手当若しく

は特別障害者手当又は国

民年金法等の一部を改正

する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に

関する情報、地方税関係情

報、母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）による

養育医療の給付又は養育

医療に要する費用の支給

に関する情報、児童手当法

（昭和４６年法律第７３

号）による児童手当の支給

に関する情報、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付又は配

偶者支援金の支給に関す

る情報、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３

号）による身体障害者手

帳、精神保健及び精神障害 
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者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）に

よる精神障害者保健福祉

手帳又は知的障害者福祉

法（昭和３５年法律第３７

号）にいう知的障害者に関

する情報であって規則で

定めるもの 

   

７ 教育委

員会 

鳥栖市立小学校及び中学校

の特別支援学級等に就学す

る児童及び生徒の保護者に

対する特別支援教育就学奨

励費の支給に関する事務で

あって教育委員会規則で定

めるもの 

経済的理由により就学困

難な児童及び生徒の保護

者に対する就学援助に関

する情報であって教育委

員会規則で定めるもの 

 

 

別表第３ 

情報照会 

機関 

事務 情報提供

機関 

特定個人情報 

略 

２ 教育委

員会 

経済的理由により

就学困難な児童及

び生徒の保護者に

対する就学援助に

関する事務であっ 

市長 略 

生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）に

よる精神障害者保健福祉

手帳又は知的障害者福祉

法（昭和３５年法律第３７

号）にいう知的障害者に関

する情報であって規則で

定めるもの 

  住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

７ 教育委

員会 

鳥栖市立小学校及び中学校

の特別支援学級等に就学す

る児童及び生徒の保護者に

対する特別支援教育就学奨

励費の支給に関する事務で

あって教育委員会規則で定

めるもの 

経済的理由により就学困

難な児童及び生徒の保護

者に対する就学援助に関

する情報であって教育委

員会規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であっ

て教育委員会規則で定め

るもの 

 

別表第３ 

情報照会 

機関 

事務 情報提供

機関 

特定個人情報 

略 

２ 教育委

員会 

経済的理由により

就学困難な児童及

び生徒の保護者に

対する就学援助に

関する事務であっ 

市長 略 

生活保護関係情報

であって規則で定

めるもの 

住登外者宛名情報 



- 15 - 

 て教育委員会規則

で定めるもの 

  

３ 教育委

員会 

鳥栖市立小学校及

び中学校の特別支

援学級等に就学す

る児童及び生徒の

保護者に対する特

別支援教育就学奨

励費の支給に関す

る事務であって教

育委員会規則で定

めるもの 

市長 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

 

 て教育委員会規則

で定めるもの 

 であって規則で定

めるもの 

３ 教育委

員会 

鳥栖市立小学校及

び中学校の特別支

援学級等に就学す

る児童及び生徒の

保護者に対する特

別支援教育就学奨

励費の支給に関す

る事務であって教

育委員会規則で定

めるもの 

市長 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの 

 

  

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 基幹系情報システムの標準化に伴い、住登外宛名情報に関して番号利用法に定められた個人番号利用事務の処理のための庁内連携が

行えるよう条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３１号 

 

   鳥栖市長等のハラスメント防止等に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、市長等によるハラスメントを防止し、及び排除するために必要な事項を定めることにより、全ての職員の尊厳が

尊重され、良好な職場環境を確立することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３条第２項に規定する一般職に属する職員（法第２２

条の２第１項に規定する会計年度任用職員、法第２２条の３第４項に規定する臨時的任用職員及び地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）の規定に基づき任期を定めて採用された職員を含む。）で、本市に勤務するも

のをいう。 

 ⑵ 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。 

 ⑶ 委員等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５第５項の委員会の委員又は委員をいう。 

 ⑷ ハラスメント パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に

関するハラスメントをいう。 

 （市長等及び委員等の責務） 

第３条 市長等及び委員等は、全ての職員の尊厳を尊重するとともに、ハラスメントの被害者に配慮しなければならない。 

２ 市長等は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ず

るとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。  

３ 市長等及び委員等は、ハラスメントに関する申出、当該申出に係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員の対応に起因

して、当該職員が不利益を受けることがないようにしなければならない。 

４ 市長等及び委員等は、ハラスメントの事実があると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その

責任を明確にするよう努めなければならない。 

 （ハラスメント審査会） 

第４条 市長等が当事者である申出その他市長が必要と認める申出に関し、適切な処理及び解決について審議するため、鳥栖市ハラス

メント審査会を設置する。 
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 （対応措置） 

第５条 市長は、事実関係の公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて事実の公表を行うことができる。 

（市長職務の代行） 

第６条 ハラスメントを行ったとされる者が市長である事案においては副市長が、市長及び副市長である事案においては教育長が、こ

の条例に規定する市長の職務を行う。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 市長等によるハラスメントを防止し、及び排除したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３２号 

 

   鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （介護休暇）  （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項に

おいて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める

者（第１７条の２第１項において「配偶者等」という。）で、

負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をする

ため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に

基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する

状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範

囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇と

する。 

２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項に

おいて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める

者（第１７条の３第１項において「配偶者等」という。）で、

負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をする

ため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に

基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する

状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範

囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇と

する。 

２・３ 略 

 （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認

等） 

第１７条の２ 任命権者は、鳥栖市職員の育児休業等に関する条

例（平成４年条例第１５号）第２３条第１項の措置を講ずるに

当たっては、同条の規定による申出をした職員（以下この項に

おいて「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 
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 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向

 ⑴ 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次

号において「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるための措置 

 ⑵ 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求

等」という。）に係る申出職員の意向を確認するための措置 

 ⑶ 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例第２３条の規定によ

る申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家

庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発

生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障

となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認

するための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項

において「対象職員」という。）に対して、規則で定める期間内

に、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 ⑴ 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次

号において「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるための措置 

 ⑵ 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確

認するための措置 

 ⑶ 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関す

る対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生するこ

とが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事

情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するため

の措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向

を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなけ

ればならない。 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向
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確認等） 

第１７条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を

必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対

して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条

及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の

事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又

は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

２ 略 

確認等） 

第１７条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を

必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対

して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条

及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の

事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る

当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけ

ればならない。 

 

２ 略 

第１７条の３ 略  第１７条の４ 略 

   附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に準じ、条例を改正したいため、この案を提出

する。 
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議案甲第３３号 

 

   鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（平成４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （部分休業をすることができない職員）  （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次

に掲げる職員とする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で

定める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条

の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。） 

 （部分休業の承認） 

第２０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分

休業をいう。以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第８条に規定

する正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職

員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常

勤職員について定められた勤務時間）の始め又は終わりにおい

て、３０分を単位として行うものとする。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間（以下「育児時間」

という。）又は勤務時間条例第１５条の２第１項の規定による介

護時間の承認を受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に

対する部分休業の承認については、１日につき２時間から当該

育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次

に掲げる職員とする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非

常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ。） 

 

 （第１号部分休業の承認） 

第２０条 育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請

求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」

という。）の承認は、３０分を単位として行うものとする。 

 

 

 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間（以下「育児時間」

という。）又は勤務時間条例第１５条の２第１項の規定による介

護時間の承認を受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に

対する第１号部分休業の承認については、１日につき２時間か

ら当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 
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３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、

当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５

時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員

が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条

の２第２０項の規定による介護をするための時間（以下「介護

をするための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合に

あっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当

該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認については、１日

につき、当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時

間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非

常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）

第６１条の２第２０項の規定による介護をするための時間（以

下「介護をするための時間」という。）の承認を受けて勤務しな

い場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時

間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受

けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うも

のとする。 

 （第２号部分休業の承認） 

第２０条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内

で請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分

休業」という。）の承認は、１時間を単位として行うものとする。

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号

に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

 ⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間

がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請

求があったとき 当該勤務時間の時間数 

 ⑵ 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合

であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があった

とき 当該残時間数 

 （育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第２０条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の

期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 （育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間

を基準として条例で定める時間） 
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 （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第２１条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、

給与条例第１２条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間

につき、給与条例第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額して支給する。 

第２０条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で

定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

 ⑴ 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

 ⑵ 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時

間数に１０を乗じて得た時間 

 （育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２０条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の

事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と

別居したことその他の同条第２項の規定による申出時に予測す

ることができなかった事実が生じたことにより同条第３項の規

定による変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同項

の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支

障が生じると任命権者が認める事情とする。 

 （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第２１条 職員が育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業

の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第１２条の規定

にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第１８

条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

 （部分休業の承認の取消事由） 

第２２条 第１４条の規定は、部分休業について準用する。 

 （部分休業の承認の取消事由） 

第２２条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業

法第５条第２項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をし

たときとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施



- 24 - 

行の日から令和８年３月３１日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の鳥栖市職員の

育児休業等に関する条例第２０条の４の規定の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間４５分」と、

同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３４号 

 

   鳥栖市税条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市税条例（昭和２９年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （所得控除）  （所得控除） 

第３３条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各

号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第

３項から第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、

社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親

控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は

扶養控除額を、前年の合計所得金額が２５，０００，０００円以

下である所得割の納税義務者については、同条第２項、第６項及

び第１１項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の

所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額から控除する。 

 （市民税の申告） 

第３５条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日

までに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長

に提出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又

は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で

第３３条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各

号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第

３項から第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、

社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控

除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親

控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶

養控除額又は特定親族特別控除額を、前年の合計所得金額が

２５，０００，０００円以下である所得割の納税義務者について

は、同条第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎控除額を

それぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職

所得金額又は山林所得金額から控除する。 

 （市民税の申告） 

第３５条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日

までに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長

に提出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又

は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で
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社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の

納税義務者（前年の合計所得金額が９，０００，０００円以下

であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に

規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が

９５０，０００円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に

該当しないものに係るものを除く。）若しくは法第３１４条の２

第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控

除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項に規定

する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しく

は雑損失の金額の控除若しくは第３３条の６の規定により控除

すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給

与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条

第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

⑵に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 

 

 

 

 

２～１０ 略 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３５条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条に

おいて「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支

払者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最

社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の

納税義務者（前年の合計所得金額が９，０００，０００円以下

であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に

規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が

９５０，０００円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に

該当しないものに係るものを除く。）、法第３１４条の２第４項

に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３５条の３

の２第１項第３号及び第３５条の３の３第１項において同じ。）

（前年の合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限

る。）に係るものを除く。）の控除又はこれらと併せて雑損控除

額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項に規定す

る純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若しくは第３３条の６の規定により控除す

べき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給

与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条

第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

⑵に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 

２～１０ 略 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３５条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条に

おいて「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支

払者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最
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初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支

払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 扶養親族の氏名 

 ⑷ 略 

２～６ 略 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３５条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当

等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項に

おいて同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

９５０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号にお

いて同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）を有

する者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で

市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべ

き所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎

年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則

で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければなら

ない。 

初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支

払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名 

 ⑷ 略 

２～６ 略 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３５条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当

等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項に

おいて同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

９５０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号にお

いて同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若し

くは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合

計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）を有す

る者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市

内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者

（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年

最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当
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 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 扶養親族の氏名 

 ⑷ 略 

２～５ 略 

   附 則 

該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名 

 ⑷ 略 

２～５ 略 

   附 則 

 （加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第８７条の２第１項

の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項におい

て「売渡し等」という。）が行われた加熱式たばこ（第８７条第

１号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第８８条の２の規定によ

り製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同

じ。）に係る第８９条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項

の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ（第８７条第

１号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項におい

て同じ。）の本数によるものとする。 

 ⑴ 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこ

をいう。）を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに

類する材料のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原

料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の４の２

に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用

に供されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィル

ターその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに

係る部分の重量を除く。以下この項から第３項までにおいて

同じ。）の０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算す

る方法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が
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０．３５グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たば

この１本をもって紙巻たばこの１本に換算する方法 

 ⑵ 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこ

の重量の０．２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する

方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たば

この品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する

方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の

規定の適用を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用

を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する

場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目

ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量

を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その

合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものと

する。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当

たりの重量に０．１グラム未満の端数がある場合には、その端

数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第８８条の２の規定に

より製造たばことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げる

ものについては、同号ただし書の規定は、適用しない。 

 ⑴ 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供

されるもの 

 ⑵ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第８８条の２の規定

により製造たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の

用に供される加熱式たばこ（同条の規定により製造たばこと

みなされるものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの品 
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   目のもの 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第３条の規定

は、令和８年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の鳥栖市税条例（以下「新条例」という。）第３３条の２及び第３５条の２第１項ただし書の規定は、令

和８年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３５条の２第１項の規定の適用については、同項ただし書中「特

定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３５条の３の２第１項第３号及び第３５条の３の

３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特

定親族特別控除額」とする。 

３ 新条例第３５条の３の２第１項の規定は、附則第１条本文に規定する施行の日（以下この条において「施行日」という。）以後に支

払を受けるべき新条例第３５条の２第１項ただし書に規定する給与について提出する新条例第３５条の３の２第１項及び第３項の規

定による申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の鳥栖市税条例（以下「旧条例」という。）第

３５条の２第１項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第３５条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書につい

ては、なお従前の例による。 

４ 新条例第３５条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第

１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）に

ついて提出する新条例第３５条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等につい

て提出した旧条例第３５条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第３条 次項に定めるものを除き、附則第１条ただし書に規定する施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例

附則第１６条の２の２第１項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たばこ税については、なお従前の例によ

る。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、鳥栖市税条例第８７条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消

費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第８９条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則第１６条の２の２の規

定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 
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 ⑴ 鳥栖市税条例第８９条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則第１６条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをい

う。次号において同じ。）の本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

 ⑵ 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 （提案理由） 

 地方税法等の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３５号 

 

   鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 (利用定員)  (利用定員) 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利

用定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以

下この章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１

人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号)第２

７条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３項第

１号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第２７条

に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。同号において同じ。）に

あっては６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条に規定

する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同じ。）に

あっては６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあっては

１人とする。 

２ 略 

 (特定教育・保育施設等との連携) 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者

を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継

続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利

用定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以

下この章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１

人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号)第２

７条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３項に

おいて同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第２７条に規定

する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項において同

じ。）にあっては６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同

条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において

同じ。）にあっては６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業に

あっては１人とする。 

２ 略 

 (特定教育・保育施設等との連携) 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者

を除く。以下この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継

続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）
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を適切に確保しなければならない。 

 ⑴ 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子

どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型

保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相

談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

 

 ⑵ 略 

 ⑶ 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を

受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を

利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第３７条第

２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下こ

の号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に

際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において

受け入れて教育・保育を提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を適切に確保しなければならない。 

 ⑴ 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子

どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型

保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相

談、助言その他の保育の内容に関する支援（次項において「保

育内容支援」という。）を実施すること。 

 ⑵ 略 

 ⑶ 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を

受けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を

利用する満３歳未満保育認定子どもにあっては、第３７条第

２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下こ

の号及び第６項第１号において同じ。）を、当該特定地域型保

育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であっ

て、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項

第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

 ⑴ 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に

確保すること。 

 ⑵ 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

  ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されてい

ること。 

  イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ
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２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次

に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規

定を適用しないこととすることができる。 

 ⑴ 特定地域型保育事業者と次項に規定する連携協力を行う者

との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化され

ていること。 

 

 

 

 

 

 ⑵ 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支

障が生じないようにするための措置が講じられていること。 

 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項

第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

 ⑴ 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場

所又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外

の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規

模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保

育事業を行う者(次号において「小規模保育事業Ａ型事業者

型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者

（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）で

あって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うもの

をいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次

の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号

の規定を適用しないこととすることができる。 

 ⑴ 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保

した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が

認めること。 

  ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

  イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

 ⑵ 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の

確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育

連携協力者の確保が著しく困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

 

 ⑴ 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又

は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場

所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保

育事業Ａ型事業者等 
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等」という。) 

 ⑵ 略 

４ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定

を適用しないこととすることができる。 

 ⑴ 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

る調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを

優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による

特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、

引き続き必要な教育・保育が提供されるような措置を講じて

いるとき 

 ⑵ 略 

５ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域

型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する施設の

うち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）

であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事

項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならな

い。 

 ⑴・⑵ 略 

６ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準第３７条第１号に規定する乳幼児に対する

保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に

応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよ

う、あらかじめ、連携する障害児入所施設（児童福祉法第４２条

に規定する障害児入所施設をいう。）その他の市長の指定する施

設を適切に確保しなければならない。 

 

 ⑵ 略 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定

を適用しないこととすることができる。 

 ⑴ 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

る調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを

優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による

特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、

引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講

じているとき 

 ⑵ 略 

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域

型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する施設の

うち次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）で

あって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなけ

ればならない。 

 ⑴・⑵ 略 

８ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準第３７条第１号に規定する乳幼児に対する

保育を行う場合にあっては、第１項の規定にかかわらず、当該乳

幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の

便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所

施設（児童福祉法第４２条に規定する障害児入所施設をいう。）

その他の市長の指定する施設を適切に確保しなければならな
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７ 事業所内保育事業（第３７条第２項の規定により定める利用

定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所

内保育事業」という。）を行う者については、第１項本文の規定

にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第１号及び第２

号に係る連携協力を求めることを要しない。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６

条の３第１２項第２号に規定する事業を行う者であって、市長

が適当と認めるもの（附則第５条において「特例保育所型事業所

内保育事業者」という。）については、第１項本文の規定にかか

わらず、連携施設の確保をしないことができる。 

９ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際

しては、満３歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他の

特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育と

の円滑な接続に資するよう、満３歳未満保育認定子どもに係る

情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者等との密接な連携に努めなければ

ならない。 

い。 

９ 事業所内保育事業（第３７条第２項の規定により定める利用

定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所

内保育事業」という。）を行う者については、第１項の規定にか

かわらず、連携施設の確保に当たって、同項第１号及び第２号に

係る連携協力を求めることを要しない。 

１０ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第

６条の３第１２項第２号に規定する事業を行うものであって、

市長が適当と認めるもの（附則第５条において「特例保育所型事

業所内保育事業者」という。）については、第１項の規定にかか

わらず、連携施設の確保をしないことができる。 

１１ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に

際しては、満３歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他

の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育

との円滑な接続に資するよう、満３歳未満保育認定子どもに係

る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

   附 則 

 （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業

者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９

条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援

を行うことができると市長が認める場合は、第４２条第１項の

規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して１０年を

経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

   附 則 

 （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業

者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９

条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援

を行うことができると市長が認める場合は、第４２条第１項の

規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して１５年を

経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正

したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３６号 

 

   鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成６年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

別表第１ 

種別 取扱区分 単位 金額 

ご み 処

理 手 数

料 

市長が指

定するご

み容器 

可燃物用ご

み袋（大） 

略 

可燃物用ご

み袋（小） 

 

 

１枚につき ２６円 

不燃物用ご

み袋（大） 

略 

不燃物用ご

み袋（小） 

略 

粗大ごみシ

ール 

略 

略 

略 
 

別表第１ 

種別 取扱区分 単位 金額 

ご み 処

理 手 数

料 

市長が指

定するご

み容器 

可燃物用ご

み袋（大） 

略 

可燃物用ご

み袋（小） 

１枚につき ２６円 

可燃物用ご

み袋（特小） 

１枚につき １２円 

不燃物用ご

み袋（大） 

略 

不燃物用ご

み袋（小） 

略 

粗大ごみシ

ール 

略 

略 

略 
 

略 略 

   附 則 

 この条例は、令和８年２月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 



- 39 - 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 市長が指定するごみ容器の取扱区分を追加したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３７号 

 

   鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例（昭和４４年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （印鑑の登録及び手帳の交付） 

第６条 略 

２ 市長は、印鑑登録原票（印影を除く。）を磁気ディスクをもっ

て調製することができる。 

３～５ 略 

 （印鑑の登録及び手帳の交付） 

第６条 略 

２ 市長は、印鑑登録原票を磁気ディスクをもって調製すること

ができる。 

３～５ 略 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 住民記録システムの標準化を実施することに伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３８号 

 

   鳥栖市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市営住宅条例（平成９年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （入居者の資格）  （入居者の資格） 

第４条 略 

２ 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時

の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができ

ず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。 

 ⑴～⑺ 略 

 ⑻ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（平成１３年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力

防止等法」という。）第１条第２項に規定する被害者でア又は

イのいずれかに該当するもの 

 

 

  ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一

時保護又は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が

終了した日から起算して５年を経過していない者 

 

 

 

 

  イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所

第４条 略 

２ 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時

の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができ

ず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。 

 ⑴～⑺ 略 

 ⑻ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（平成１３年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴

力防止等法」という。）第１条第２項に規定する被害者又は配

偶者暴力防止等法第２８条の２に規定する関係にある相手か

らの暴力を受けた者で、ア、イ又はウのいずれかに該当するも

の 

  ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号（配偶者暴力防

止等法第２８条の２において準用する場合を含む。）の規定

による一時保護又は配偶者暴力防止等法第５条（配偶者暴

力防止等法第２８条の２において準用する場合を含む。）若

しくは児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２３条第

１項本文の規定による保護が終了した日から起算して５年

を経過していない者 

  イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項又は第１０条の２
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がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生

じた日から起算して５年を経過していないもの 

（配偶者暴力防止等法第２８条の２においてこれらの規定

を準用する場合を含む。）の規定により裁判所がした命令の

申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から

起算して５年を経過していないもの 

   ウ 女性相談支援センター若しくは配偶者暴力相談支援セン

ターによる配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明

書が発行されている者又は女性相談支援センター以外の配

偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支援センター、福祉事務

所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をい

う。）若しくは行政機関若しくは関係機関と連携して配偶者

暴力被害者支援を行っている民間支援団体において、配偶

者からの暴力の被害を受けていることの確認がなされてい

る者 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正等に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第３９号 

 

   市道路線の廃止及び認定について 

 

 市道のうち下記の路線を廃止し、新たに路線を認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項及び同法第８条

第２項の規定により、市議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 路線の廃止 

市道番号 路  線  名 
起      点 

終      点 

３０５０ 東 部 ２ ３ 号 線 
幡崎町字平田７３７番４地先 

幡崎町字クヌイ５１番３地先 

３０９９ 東 部 ５ １ 号 線 
幡崎町字クヌイ６５番３地先 

幡崎町字平田７４３番１地先 

３１３０ 東 部 ５ ８ 号 線 
幡崎町字平田７４２番４地先 

幡崎町字平田７５４番１地先 

４３６３ 大 平 田 ５ 号 線 
平田町字大平田３１９４番４地先 

平田町字大平田３１９４番１５地先 

４３６５ 東 前 １ ５ 号 線 
平田町字東前３０８８番１０地先 

平田町字東前３０８８番１７地先 

５１４２ 五 郎 丸 ３ 号 線 
三島町田出島字田出島３３１１番２地先 

下野町字五郎丸２０７３番１地先 

 

２ 路線の認定 

市道番号 路  線  名 
起      点 

終      点 



- 44 - 

３０５０ 東 部 ２ ３ 号 線 
幡崎町字京太郎６７番４地先 

幡崎町字クヌイ５１番３地先 

３０９９ 東 部 ５ １ 号 線 
幡崎町字クヌイ６５番３地先 

幡崎町字京太郎１０４番２地先 

３１３０ 東 部 ５ ８ 号 線 
幡崎町字平田７４２番４地先 

幡崎町字平田７４９番２地先 

３１９８ 姫 方 ２ 号 線 
姫方町字姫方２１８番１１地先 

姫方町字姫方２１８番６地先 

３１９９ 桜 町 丸 尾 １ 号 線 
桜町字丸尾１２１０番１４地先 

桜町字丸尾１２１３番７地先 

４３６３ 大 平 田 ５ 号 線 
平田町字大平田３１９４番４地先 

平田町字大平田３２４７番１地先 

４３６５ 東 前 １ ５ 号 線 
平田町字東前３０８８番１０地先 

平田町字大平田３２４０番２０地先 

４３６８ 古 蓮 輪 ８ 号 線 
養父町字古蓮輪４２６番５地先 

養父町字古蓮輪４２６番７地先 

４３６９ 五 本 谷 ６ 号 線 
山浦町字五本谷２３４２番１地先 

山浦町字五本谷２３４２番１４地先 

４３７０ 五 本 谷 ７ 号 線 
山浦町字五本谷２３４２番２０地先 

山浦町字五本谷２３４２番１１地先 

５３０１ 村 田 三 本 松 ９ 号 線 
村田町字三本松１４４番９地先 

村田町字三本松１４４番６地先 

５３０２ 本 庄 ・ 東 馬 場 線 
幸津町字本庄１１８１番８地先 

幸津町字東馬場１８７６番６地先 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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議案甲第４０号 

 

   財産（災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ一式）の取得について 

 

 下記の災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ一式を取得することについて、鳥栖市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 物件の表示   災害用組立トランク型自動ラップ式トイレ一式 

２ 取 得 価 格   ２５，９２４，８００円 

３ 購入の相手方   佐賀市鍋島三丁目１０番１３号 

日本乾溜工業株式会社佐賀支店 

支店長  岩 永 浩 幸 

４ 契約の方法   指名競争入札 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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報告第１５号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和７年９月１日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 

 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年７月３日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   
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 市道の管理かしに基づく損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

 

個 人 

 

６，８６４円 

 

２ 事件の概要 

  令和７年５月２６日午前８時４０分ごろ、自家用車で市道八軒屋・下野線（鳥栖市下野町１１１６番１地先）を走行中、路面の陥

没部に落輪した衝撃で、左側前輪を損傷した。
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報告第１６号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和７年９月１日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 

 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年７月９日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人  
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 市道の管理かしに基づく損害賠償の額を次のとおり決定する｡ 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

熊本県玉名郡長洲町長洲３０６７－１ 

有限会社 港産業 

代表取締役 草野 佳明 

２０７，０７７円 

 

２ 事件の概要 

  令和７年３月２日午後５時５０分ごろ、社用車で市道轟木・村田線（鳥栖市村田町９４４番２地先）を走行中、路面の陥没部に落輪

した衝撃で、左側前輪を損傷した。 
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報告第１７号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和７年９月１日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 

 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年７月２９日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人  
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 市道の管理かしに基づく損害賠償の額を次のとおり決定する｡ 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

 

個 人 

 

３，９１０円 

 

２ 事件の概要 

令和７年３月２２日午後８時１５分ごろ、自家用車で市道安良・下野線（鳥栖市三島町１８５４番地先）を走行中、路面の陥没部に

落輪した衝撃で、左側前輪を損傷した。 
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報告第１８号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和７年９月１日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 

 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年８月１５日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人  
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 市道の管理かしに基づく損害賠償の額を次のとおり決定する｡ 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

  

個 人 

 

１８，６７８円 

 

２ 事件の概要 

  令和７年３月２日午後５時３０分ごろ、自家用車で市道轟木・村田線（鳥栖市村田町９４４番２地先）を走行中、路面の陥没部に落

輪した衝撃で、左側前輪を損傷した。 
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報告第１９号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  令和７年９月１日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 

 

 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、鳥栖市長の専決処分の指定に関する条例（昭和３２年条例第

７号）第２条第５号の事項を次のとおり専決処分する。 

 

  令和７年８月１９日 

 

鳥栖市長 向 門 慶 人  
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 市道の管理かしに基づく損害賠償の額を次のとおり決定する｡ 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

  

個 人 

 

７，５０２円 

 

２ 事件の概要 

  令和７年７月２５日午前９時３０分ごろ、自家用車で市道上分・島線（鳥栖市下野町３４３番３地先）を走行中、路面の陥没部に落

輪した衝撃で、右側前輪を損傷した。 

 


